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タンカー戦争の再検討と教訓
－平和安全法制の観点から－

日本大学危機管理学部　教授　木原　淳

Ⅰ　はじめに

Ⅱ　タンカー戦争の再検討

Ⅲ　タンカー戦争の教訓

Ⅳ　おわりに

Ⅰ　はじめに

1　タンカー戦争を再検討する趣旨

　平和安全法制では、武力行使の新三要件を充足し得る存立危機事態の事例としてホルム

ズ海峡における機雷敷設が挙げられた 1。与党協議における説明資料は湾岸戦争の際に敷

設され遺棄機雷となった事例を取り上げている 2。国会審議の政府答弁でも湾岸戦争後の

事例による説明が行われ 3、イラン・イラク戦争はペルシャ湾での機雷敷設の一事例とし

ての言及に留まった 4。同戦争の海上通商破壊戦であるタンカー戦争は、強烈なトラウマ

をもたらした湾岸戦争に比べて一般に忘れ去られた戦争となっていると筆者には思われる 5。

しかし、国際的な機雷掃海活動も行われたタンカー戦争の再検討は、国際社会の平和と安

定への積極的な貢献をめざす上で実施すべき作業と思われる。我が国ではタンカー戦争で

の機雷戦について中立法 6 やホルムズ海峡での機雷戦の軍事的な見積 7 という観点からの

分析が存在する。本稿では、我が国の機雷除去の法的枠組という観点からタンカー戦争を

振り返り、教訓の抽出を試みる。

2　我が国の機雷除去に関する法律の枠組

　自衛隊が行う機雷の除去には、防衛出動（自衛隊法第 76 条）による武力の行使と機雷

等の除去（第 84 条の 2）等による海上の危険物の除去という一種の警察行動の場合がある。

　外国が武力行使の一環として敷設した機雷の除去は、その外国に対する武力の行使に当

たる。平和安全法制の前は、このような機雷の除去は、個別的自衛権発動の要件を満たす

場合の自衛の措置としては許されるが、それ以外の場合には許されないという理解であっ

た 8。かつては、憲法上、武力の行使が許容されるのは我が国に対する武力攻撃が発生し

た場合に限られた。イラン・イラク戦争の勃発直後には、我が国の領域外の海上交通路に

おいて、我が国以外の国に対する武力攻撃に対処するため、自衛隊が当該国と共同して武

力行使をすることは集団的自衛権の行使となり認められないとされた 9。
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タンカー戦争の再検討と教訓

　平和安全法制では、存立危機事態が認定され、機雷の敷設後に事実上の停戦状態となり

戦闘行為はもはや行われていないが、正式停戦がなされていないため遺棄機雷と認められ

ず、機雷の除去が国際法上の武力の行使に当たると解される場合でも、「武力の行使」の新

たな三要件を満たすときは、防衛出動により機雷を除去することが可能となった 10。事実

上の停戦状態に関しては、沿岸部に展開する敵砲兵が制圧されて掃海海面がその射程外に

なった場合、内陸で戦闘が続き停戦が成立していなくても掃海が可能かとの質問に、停戦

合意が行われていなくても、そこに戦闘が及んでこないことが明確に判断できれば、当然

その作業は可能とした答弁がある 11。存立危機事態において他国領海（ホルムズ海峡の分

離通行帯はオマーン領海内に設定されている）に敷設された機雷の除去は、敵の誘導弾基

地に対する攻撃と同様に 12、いわゆる海外派兵の禁止の例外と整理された 13。

　遺棄機雷など外国による武力攻撃の一環としての意味を有しない機雷の除去は、単に海

上の危険物を除去するにとどまり、その外国に対する戦闘行動には当たらず、憲法上禁止

されるものではない 14。平成 3 年にはこの考え方に基づき掃海部隊がペルシャ湾に派遣さ

れ、遺棄機雷の判定では戦時か平時かが大きな要素とされた 15。また、無差別的な待伏攻

撃等の機雷の特性に鑑みれば、機雷の敷設を直ちに武力攻撃と認定することができない場

合も考えられ、敷設者が武力攻撃を目的とせず単に周辺国等に不安や混乱を生むために隠

密裏に公海上に敷設したような機雷は憲法の範囲内で除去できるとされている 16。我が国

の船舶の航行安全確保のために必要がある場合には、沿岸国の同意があればその領海内で

も公海と同じ立場で掃海が可能であるとされる 17。

Ⅱ　タンカー戦争の再検討

1　タンカー戦争の推移

　1980 年にイラン・イラク国境での武力衝突が全面紛争に発展した 18。陸戦は当初イラク

が優勢であったが、国境から数十㎞のイラン領内で戦線が膠着化した 19。81 年にはイラン

が攻勢に転じて占領地の多くを回復し 20、イラク南部に逆侵攻し翌年にかけて攻勢をかけ

たが 21、85 年まで戦線は膠着した 22。86 年にイランはイラク南部のファオを占領し 23、翌

年にはバスラ方面に侵攻したが 24、これが攻勢の限界点となった 25。88 年にはイラクが占

領地をほぼ奪回し、イランは 7 月に国連の停戦決議を受諾し、8 月に停戦が発効した 26。

この戦争は陸戦に留まらず、第三国を巻き込む海上のタンカー戦争に波及した（図表 1）。
⑴　イラクとイランの動き

　1980 年には陸戦で国境のシャト・アル・アラブ川に多数の商船が閉じ込められ 27、両国

は海上に排除区域と戦争区域を設定した 28（図表 2）。その後、イラクは湾奥部でイラン出

入港商船を空襲、イランは商船臨検を開始した 29、83 年には仏製対艦攻撃機導入を梃子と

したイラクの停戦圧力とイランのホルムズ海峡封鎖示唆の心理戦が展開された 30。

　84 年にはイラクがイランの石油積出施設のあるカーグ島封鎖を宣言、タンカー攻撃を強
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戦
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争
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商

船
等

の
被
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状

況
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西

側
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国
等
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対

応
 

1
9
8
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ｲ
ﾗ
ﾝ
･
ｲ
ﾗ
ｸ
の

国
境

紛
争

が
全

面
紛

争
に

発
展

 

ｲ
ﾗ
ﾝ
領

内
数

十
㎞

で
戦

線
が

膠
着

 

ｲ
ﾗ
ﾝ
は

排
除

区
域

を
設

定
 

ｲ
ﾗ
ｸ
は

戦
争

区
域

を
指

定
 

国
境

の
ｼ
ｬ
ﾄ
･
ｱ
ﾙ
･
ｱ
ﾗ
ﾌ
ﾞ
川

で
商

船
8
3
隻

が
閉

じ

込
め

ら
れ

る
 

米
が

航
行

自
由

の
重

要
性

を
表

明
 

英
が

湾
南

部
哨

戒
開

始
(
ｱ
ﾙ
ﾐ
ﾗ
･
ﾊ
ﾟ
ﾄ
ﾛ
ｰ
ﾙ
)
 

1
9
8
1
 

ｲ
ﾗ
ﾝ
が

攻
勢

に
転

じ
占

領
地

の
多

く
を

回
復

 
ｲ
ﾗ
ｸ
は

湾
奥

部
で

ｲ
ﾗ
ﾝ
出

入
港

商
船

を
空

襲
 

5
隻

（
ﾍ
ﾘ
3
、

固
定

翼
1
、

地
上

砲
撃

1
）

 
 

1
9
8
2
 

ｲ
ﾗ
ﾝ
の

占
領

地
回

復
が

続
き

、
ｲ
ﾗ
ｸ
南

部
に

逆
侵

攻
し

た
が

戦
線

は
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着
 

ｲ
ﾗ
ｸ
は

ｶ
ｰ
ｸ
ﾞ
島

を
間

歇
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に
空

襲
 

2
1
隻
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ﾍ
ﾘ
1
6
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固

定
翼

4
、
湾

最
奥

部
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雷
1
）

 

1
9
8
3
 

ｲ
ﾗ
ﾝ
の

多
正

面
で
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続
的

な
攻

勢
に

も
か

か

わ
ら

ず
戦

線
は

膠
着

 

両
国

は
湾

北
部

に
防

備
・

封
鎖

用
機

雷
を

敷
設
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ﾗ
ｸ
は

湾
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部
で
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空
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を
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化
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艦
攻

撃
機
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入

を
梃

子
に

対
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ﾗ
ﾝ
停

戦
圧

力
 

ｲ
ﾗ
ﾝ
は

ﾎ
ﾙ
ﾑ
ｽ
ﾞ
海

峡
封
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を
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、
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内
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嶼
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軍

事
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化
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3
隻
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ﾍ
ﾘ
1
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）

 

ﾊ
ﾞ
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ﾚ
ﾝ
沖

で
浮

遊
機

雷
が

目
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さ
れ

、
ソ

連
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浮

遊
機

雷
を
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ﾀ
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が

処
分

、
ﾗ
ｽ
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ﾇ
ﾗ
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が
一

時
閉

鎖
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が
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軍
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創
設
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連
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5
4
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行
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停

戦
要

請
)
 

1
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8
4
 

ｲ
ﾗ
ﾝ
の

攻
勢

圧
力

に
ｲ
ﾗ
ｸ
が

化
学

兵
器

で
対

抗
、

相
互

対
都

市
攻

撃
で

紛
争

烈
度

が
増

大
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ﾗ
ｸ
は

ｶ
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ｸ
ﾞ
島

封
鎖

を
宣

言
し

商
船

攻
撃

強
化
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ﾗ
ﾝ
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ｼ
ﾞ
出
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ｽ
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ﾗ
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ﾘ
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ﾗ
ﾝ
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ﾏ
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ﾝ
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湾
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ﾗ
ﾝ
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ｸ
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ｸ
ﾞ
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ﾞ
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ﾗ
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ﾘ
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ｸ
ﾞ
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ﾗ
ﾝ
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ｼ
ﾞ
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ｽ
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ﾗ
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ﾘ
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ﾗ
ﾝ
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ﾏ
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ﾝ
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湾
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ﾗ
ﾝ
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ﾗ
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ﾗ
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ｸ
ﾞ
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ﾗ
ﾝ
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ﾙ
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ﾘ
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ﾞ
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ﾗ
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ﾝ
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ｸ
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ﾘ
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ﾝ
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ｸ
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タンカー戦争の再検討と教訓

バ
ン
ダ
ル
ホ
メ
イ
ニ

◇

◇
ミ
ナ
ア
ル
ア
ハ
マ
デ
ィ

サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア

イ
ラ
ン

バ
ー
レ
ー
ン

カ
タ
ー

ル

Ｕ
Ａ
Ｅ

オ
マ
ー
ン

ク
ウ
ェ
ー
ト

バ
ス
ラ

◇

イ
ラ
ク

フ
ァ
ル
シ
島

★

シ
リ
ー
島
★

ア
ブ
ー
ム
ー
サ
島

★

□
ブ
ー
シ
ェ
ル

カ
ー
グ
島

◇

◇
ア
ブ
ダ
ビ◇ ド

バ
イフ
ジ
ャ
イ
ラ
◇

レ
シ
ャ
ダ
ッ
ト

（
ロ
ス
タ
ム
）

＃
＃

ナ
ズ
ル

（
シ
リ
ー
）

＃
サ
ル
モ
ン

（
サ
ッ
サ
ン
）

戦
争
区
域

（
イ
ラ
ク
）

排
除
区
域

（
イ
ラ
ン
）

浅
海
域
（
2
2
m
未
満
）

〔
満
載
タ
ン
カ
ー
通
航
不
可
〕


 

















③
ﾌ
ｼ
ﾞｬ
ｲ
ﾗ
沖

錨
泊
地

機
雷
原

1
9
8
7
.8
（
2
）

⑦
ロ
ス
タ
ム

機
雷
原
発
見

1
9
8
8
.4

⑥
米
艦
「
ロ
バ
ー
ツ
」

触
雷
の
機
雷
原

1
9
8
8
.4
（
1
）

④
米
国
が
現
場
を
押
さ
え
た

イ
ラ
ン
艇
「
ｲ
ﾗ
ﾝ
・
ｱ
ｼ
ﾞﾙ
」
が

敷
設
を
試
み
た
機
雷
原

1
9
8
7
.9

⑤
フ
ァ
ル
シ
機
雷
原

の
発
見

1
9
8
7
.1
1

②
米
護
送
タ
ン
カ
ー

「ブ
リ
ッ
ジ
ト
ン
」

触
雷
機
雷
原

1
9
8
7
.7
（
1
）

①
ﾐﾅ

ｱ
ﾙ
ｱ
ﾊ
ﾏ
ﾃ
ﾞｨ

沖
機
雷
原

1
9
8
7
.5
-
6
（
4
）

バ
ン
ダ
ル
ホ
メ
イ
ニ
に
至
る
ホ
ラ
・
ム
サ
航
路

と
サ
イ
ラ
ス
石
油
タ
ー
ミ
ナ
ル
の
沖
合
へ
の

イ
ラ
ク
に
よ
る
機
雷
原
の
敷
設


カ
ー
グ
島
沖
へ
の
イ
ラ
ク
に

よ
る
機
雷
原
の
敷
設

ラ
ス
タ
ヌ
ー

ラ
◇

バ
ン
ダ
ル
ア
バ
ス

◇

ケ
シ
ム
島

ホ
ル
ム
ズ
島

ラ
ー

ラ
ク
島

フ
ァ
ル
ル
島

小
・
大
ト
ン
ブ
島

米
護
送
船
団
航
路

イ
ラ
ン
に
よ
る
船
舶
攻

撃
多
発
海

域

米
軍
の
移
動

海
上
基

地
展
開
海
域

ラ
バ
ン
島

サ
イ
ラ
ス
石

油
タ
ー
ミ
ナ
ル

◇

1
2
海
里
領
海
線

ダ
ン
マ
ー
ン

◇

そ
の
他
の
船
舶
の
触
雷
（
隻
数
）

1
9
8
2
.1

ｲ
ﾗ
ﾝ
の
ﾊ
ﾞﾝ
ﾀ
ﾞﾙ
ﾎ
ﾒ
ｲ
ﾆ
沖
（
1
）

1
9
8
4
.7
-
9

紅
海
で
触
雷
船
舶
が
続
出
（
1
8
）

1
9
8
4
.1
0

ｵ
ﾏ
ｰ
ﾝ
の
ﾏ
ｽ
ｶ
ｯ
ﾄ沖

（
繋
維
索
を
外
れ
た
機
雷
）
（
1
）

1
9
8
7
.1

ｻ
ｳ
ｼ
ﾞの

ﾗ
ｽ
ﾀ
ﾇ
ー
ﾗ
沖
（
繋
維
索
を
外
れ
た
機
雷
）
(1
)

1
9
8
7
.3

ｻ
ｳ
ｼ
ﾞの

ｶ
ﾌ
ｼ
ﾞ沖

（
繋
維
索
を
外
れ
た
機
雷
）
(1
)

1
9
8
7
.9

ｲ
ﾗ
ﾝ
の
ﾌ
ｧ
ﾙ
ｼ
島
近
傍
(1
)

＜
停
戦
後
＞

1
9
8
8
.1
2

ロ
ス
タ
ム
～
サ
ル
モ
ン
近
傍
(1
)

1
9
8
9
.4

ロ
ス
タ
ム
～
サ
ル
モ
ン
近
傍
(1
)

1
9
9
1
.1

オ
マ
ー
ン
湾
（
ホ
ル
ム
ズ
海
峡
か
ら
1
2
0
海
里
）
(1
)

◇ カ
フ
ジ

タ
ン
カ
ー

戦
争

関
連

の
触

雷
件

数
＝

３
４
（
1
9
8
4
年

の
紅

海
で
の
1
8
件

を
含

む
）

★
イ
ラ
ン
の
軍
事

拠
点
が
置
か
れ
た
島

＃
海
上
石
油
施
設

◇
主
要
都
市
・
港
湾

図
表

2
タ
ン

カ
ー

戦
争

期
の

触
雷

（
国

際
司

法
裁

判
所

オ
イ

ル
・

プ
ラ

ッ
ト

フ
ォ

ー
ム

事
件

米
国
弁

論
書

(
1
9
9
7
)
の

M
a
p
 
1
.
1
,
 
1
.
1
3
,
 
1
.
2,
 1
.4
；

N
a
v
i
s
,
 
M
.
S
.
 
a
nd
 
H
o
o
t
o
n
,
 
E
.
R.
 
(
1
9
9
6
)
の

商
船

被
害

デ
ー

タ
を

基
に

作
成

）

図
表

2　
 タ
ン
カ
ー
戦
争
期
の
触
雷
（
国
際
司
法
裁
判
所
オ
イ
ル
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
件
米
国
弁
論
書
（

19
97

）
の

M
ap

 1
.1

, 
1.

13
, 1

.2
, 1

.4
；

N
av

is
, M

. S
. a

nd
 H

oo
to

n,
 E

. R
. （

19
96

）
の
商

船
被
害
デ
ー
タ
を
基
に
作
成

044-059 木原氏.indd   47 2017/03/14   14:55:49



48

化した。イランは湾岸諸国の対イラン停戦圧力を期待し 31、クウェートとサウジの出入港

商船の攻撃に踏み切り 32、湾岸諸国の非難にはホルムズ海峡封鎖を示唆した 33。翌年には

イラクがカーグ島を空襲した。イランはシリー島の石油積替拠点へのシャトル便の運航 34、

ホルムズ海峡周辺島嶼での攻撃ヘリ拠点の設置、臨検の強化を図り 35、カーグ島の機能が

失われればペルシャ湾を封鎖すると警告した 36。86 年にはイラクがシリー島を空襲 37、商

船攻撃を強化した。イランは積替拠点をララク島やホルムズに移し 38、ヘリによる商船攻

撃を強化、海軍と革命防衛隊海上部隊を投入し始めた 39。

　87 年のイラクの攻撃は米艦誤爆事件にもかかわらず 40 最高潮に達した。イランは海軍と

革命防衛隊を中心に商船攻撃を強化した。米ソ介入には非対称的な機雷や地対艦ミサイル

で対抗したが、米国等の対応強化を自招した 41。翌年もイラクの商船攻撃は衰えず、イラ

ンの商船攻撃はデンマーク、ギリシャ、ノルウェーやスペインの非護衛商船に集中した 42。

イランは湾南部で米艦を機雷攻撃したが 43、米軍の厳しい対応を受け 44、革命防衛隊の活

動は湾北部に移行した 45。

⑵　国際社会の対応

　1980 年の排除区域と戦争区域の設定に対し、米国はペルシャ湾の航行自由が重要と表明

し 46、英国は英商船の保護に備えてオマーン湾からペルシャ湾南部で抑制的な艦艇プレゼ

ンスを開始した（アルミラ・パトロール）47。また、豪仏英米の艦艇約 60 隻とソ連艦艇約

30 隻がインド洋に展開し 48、航行自由を重視する意思を示した。心理戦が激化した 83 年

に国連安保理は国際水域での航行自由を確認し、シーレーンを含む湾岸地域での停戦を要

請する決議 540 を採択した 49。

　84 年にイランの商船攻撃が始まると、米国は空母をペルシャ湾内に展開し 50、国連安保

理は交戦当事国ではない国への出入港船舶に対する攻撃停止と不干渉を要求する決議 552
を採択した 51。紅海の機雷騒動では、エジプトとサウジの要請で仏、伊、オランダ、英、

米が掃海を行い、ソ連も紅海南部へ掃海部隊を派遣した 52。85 年には仏艦艇がイランの仏

商船臨検を阻止した 53。

　86 年に商船攻撃が激化すると、国連安保理は戦闘の即時停止を要請する決議 58254 と同

決議の速やかな履行を求める決議 588 を採択した 55。米国は艦艇の商船随伴を開始し、ソ

連も艦艇を派遣 56、英国は展開艦艇を増勢した 57。イランは臨検捜索を妨害する米軍艦艇

を攻撃すると警告し、米軍は艦艇周囲への安全区域設定で対抗した 58。

　87 年のクウェート沖での触雷後、サウジと米国が同海域を掃海し、ソ連も掃海艇 3 隻を

追加派遣した 59。国連安保理はイラン・イラクに即時停戦を要求し、停戦の受入拒否国に

対する追加措置の検討を示唆する決議 598 を採択した 60。護送中のタンカーが触雷した米

軍は、イランの抑止を企図して海上版の対破壊転覆活動を展開した（プライム・チャンス

作戦）。これはファルシ島とアブームーサ島方面での地対艦ミサイルと舟艇の活動を念頭

に、国際水域に係留された大型作業船台を拠点とする小型警備艇・低騒音ヘリコプター・

特殊部隊が、中央情報機関の支援を得つつ、警戒監視・情報収集・対機雷戦に焦点を合わ
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せて常続的な哨戒を行うもので、機雷敷設中のイラン艇の拿捕やイラン艇の銃撃への反撃

による舟艇 3 隻の撃破が行われた 61。

　イランは 10 月に湾奥陸上部からクウェート沖の商船を地対艦ミサイルで攻撃した。米

国転籍タンカーが被弾すると、米軍は革命防衛隊が使用するレシャダット（旧ロスタム）

の海上石油施設を警告と退避の暇を与えた上で攻撃した（ニンブル・アーチャー作戦）。イ

ランはクウェートの石油ターミナルをミサイルで報復攻撃し、ハメネイ大統領は対イラン

禁輸を牽制すべくホルムズ海峡の封鎖を示唆した。これに対し、プライム・チャンス作戦

用の大型作業船台がクウェート沖に追加配備された 62。

　英国は同年、艦艇増派で哨戒部隊を 3 個に増加し、商船随伴を開始した 63。仏も随伴方

式の商船保護を実施した 64。8 月のフジャイラ沖の触雷で西欧同盟はペルシャ湾の航行自

由が欧州の死活的利益と表明 65、英国は掃海部隊を追加派遣し（シムネル作戦）、ベルギー

とオランダは西欧同盟の枠組で掃海部隊を英部隊に合流させた。仏も空母と掃海部隊を逐

次派遣した。伊も戦闘艦艇と掃海部隊を派遣し、独は地中海に後詰艦艇を派遣した 66。

　88 年に米国は他国商船の間接防護を図りイラン艦艇への圧力を強化 67、友好国の被害商

船支援も表明 68、船団護衛も直衛方式から回廊方式に変更した 69。英国も護衛対象を英国

の持分過半の商船に拡大したが、他国の被害商船を人道的見地から支援するため攻撃者と

の間に割り込む態勢をとっていた。仏も状況に応じた支援の態勢をとった。伊の防護対象

は自国船に限られたが敵対行動には毅然と対応するとした 70。

　4 月の米艦触雷を受け、米軍はイランのナズル（旧シリー）とサルモン（旧サッサン）

の海上石油施設を警告と退避の暇を与えた後に攻撃し、応戦のイラン軍艦艇を撃沈・大破

させた（プレイング・マンティス作戦）。イランはアラブ首長国連邦の米国関連海上石油施

設を報復攻撃した。革命防衛隊の活動は湾南部からホルムズ海峡近傍に移動し、7 月の米

軍艦艇のイラン航空機撃墜事件の後はさらに湾北部に移動した 71。

　英国、ベルギーとオランダは掃海連携を強化し、7 月に三国合同任務部隊を設置（カレ

ンダー作戦）、停戦後にはベルギー、仏、伊、オランダ、英、米が協力して主要航路を掃海

した（クリーン・スウィープ作戦）72。10 月末から同年末までにホルムズ海峡からカター

ルに至る幅 1 カイリの航路が啓開された 73。

2　機雷敷設の態様と我が国の法制に照らした評価

⑴　沿岸防衛又は港湾封鎖用の機雷

　1982 年 1 月に湾奥のイランのバンダルホメイニ沖で触雷が発生した 74。83 年 1-2 月に

はイランが沿岸防備で、イラクがイランの港湾に向けて機雷を敷設したことが判明してい

る 75。

　我が国は自衛権行使の必要最小限度という要件に照らして敵地に攻め入る行為には参加

せず 76、交戦国のかかる機雷の除去は停戦で遺棄機雷となるまでは行い得ないと思われる。

⑵ 　特定の船舶を攻撃する戦術的目的のためその航行直前に航路上に敷設され、会敵機会
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を得ずに残存して他の船舶に被害をもたらし得る機雷

　1987 年にはクウェートの要請を受けたソ連船の傭船と米国の船籍変更船の護送の計画が

進展し、これに反発するイランの抗戦準備（地対艦ミサイル配備、湾内島嶼及び海上石油

施設の軍事拠点化、高速艇・機雷等を用いた革命防衛隊のゲリラ戦）が伝えられた 77。5-6
月にはクウェート沖で初度傭船航海中のソ連船 78 等 4 隻が触雷し、同船を狙いイランが機

雷を敷設したとみられている 79。米国が 7 月に開始した船団護送（アーネスト・ウィル作戦）

の初度航海でもタンカーが前夜にイランが敷設したとされる機雷に触雷した 80。8 月に米

軍はオマーン湾のフジャイラ沖（米護送船団の形成地）でのイランの機雷敷設情報を得て

危険海域を回避したが 81、イラン産原油積載のタンカー等が触雷した 82。9月には米軍がバー

レーンへの航路入口近傍の国際水域で機雷敷設中のイラン揚陸艇を発見し銃撃を加えて拿

捕 83、ファルシ島近傍でも触雷が発生した。11 月には米英が同島近傍で機雷原を発見した 84。

　88 年 4 月には湾南部で米軍艦艇が前日にイランが敷設したとされる機雷に触雷した 85。

機雷攻撃の再開は、イラン指導部の年初の議論で強硬論が勝った結果とされる 86。同月、

ベルギーとオランダは米艦触雷海域の近傍で機雷原を発見した 87。

　触雷被害国が第三国の場合は判別が複雑となるが 88、これらの機雷が武力行使の一環と

して敷設された機雷とみなされ、我が国に及ぼす影響に鑑みて新三要件が満たされると判

断される場合には、防衛出動による除去の対象となり得ると思われる。

⑶　遺棄機雷

　1983 年 6-7 月にはバーレーン沖で浮遊機雷が目撃され、ソ連製浮遊機雷をカタールが処

分し、機雷目撃情報でラスタヌラ港も一時閉鎖された 89。84 年 10 月にはオマーン湾で浮

遊機雷による触雷が、87 年 1 月にはラスタヌラで、3 月にはカフジでイランからの浮遊機

雷によるとみられる触雷が発生した 90。

　84 年 7-9 月には紅海で商船 18 隻が触雷した。イランに近いとされる「イスラム聖戦機構」

が機雷 190 個を敷設との声明を出したが 91、イランは関与を否定した。エジプトや西側諸

国ではリビアによる敷設との見方が広まったが、リビアはこれを否定した 92。

　この種の機雷の危険が日本船舶に及び、沿岸国が危険物と認定して各国に除去の協力を

要請するのであれば、遺棄機雷の除去として我が国の協力の余地が生じ得ると思われる。

⑷　停戦後の機雷除去

　イラク・イラン戦争の停戦後もペルシャ湾には機雷約 300 個が残存すると見積もられ、

西側諸国が主要航路を掃海したが、1988年 12月と 89年 4月に湾南部で、91年 1月にオマー

ン湾で触雷が発生した 93。この種の掃海には、湾岸戦争後と同様に我が国の協力の余地が

あると思われる。
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Ⅲ　タンカー戦争の教訓

1　機雷敷設の事実認定

　機雷による船舶の被害は、当初はその原因さえ判然とせず、現物の機雷を発見し、その

検分結果を得るには一定の時間が必要となる。敷設者が名乗りをあげず、被疑国が敷設を

否定すれば、敷設者の特定は容易でない。国際司法裁判所のオイル・プラットフォーム事

件では、米国がイランの機雷運用方法、機雷敷設中の舟艇や触雷海域近傍でのイラン式に

識別番号が記された機雷の発見、イラン高官の発言と国際海運業界の見解を証拠に、イラ

ンが米軍艦艇を狙い機雷を敷設したと主張したが 94、イランは否定し、裁判所は米国の立

証を不十分とした 95。

　しかし、米軍が本腰を入れた情報収集は他国に真似できるものでない 96。西欧諸国も自

国商船への攻撃に対するイランの弁明には納得せず、イランが特定の艦船を狙い機雷を敷

設したとの認識を共有したとみられる 97。危機への焦眉の対応で利用し得る情報には限り

があり、関係国の衆知を結集してその時点での最善の判断を下すよりほかはない。タンカー

戦争での国家実行からは、機雷の敷設者と敷設意図の弁別に際しての米国等との情報共有

の重要性が示されているといえよう。

2　遺棄機雷の除去

⑴　紛争に付随する浮遊機雷

　タンカー戦争での浮遊機雷の出現は、存立危機事態でも浮遊機雷を想定した切れ目のな

い対応が必要となり得ることを示唆している。存立危機事態における防衛出動の権限での

浮流機雷の除去が仮に難しいとすれば 98、自衛隊法第 84 条の 2 に基づく機雷除去命令の

同時発出などの工夫が求められることになろう。

⑵　紛争時の遺棄機雷の判別

　タンカー戦争では、遺棄機雷に舞鶴沖とペルシャ湾の公海上で法的に差がある訳でない

が、国際紛争に巻き込まれるおそれのある場所に行くことは適当ではないとして謙抑的な

政策判断が下された 99。国際社会の平和と安定にこれまで以上に積極的に貢献することが

政策目標とされる今日では 100、停戦を待たずに遺棄機雷の除去を一定の海域で行う余地の

存否を研究することが必要かもしれない。

　その場合、遺棄機雷として除去可能な機雷を法的観点から判別する基準の具体的内容の

充実が焦点となろう 101。「一旦他国に対する武力攻撃の一環として敷設された機雷が、具

体的にいかなる時点で遺棄された機雷となるかを予測することは、現実的には極めて困難」

であるにせよ 102、次の危機への対応では、朝鮮戦争で日本に浮流した機雷や湾岸戦争での

停戦に並ぶ判別基準を創造的に発見し得る力が問われることになろう。

⑶　テロ行為として敷設された機雷
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　1984 年の紅海の機雷騒動でエジプトは米英仏に掃海の協力を要請したが、ギリシャとオ

ランダの協力申出を辞退し、ソ連の協力は望まないとした 103。また、エジプトのリビア攻

撃の可能性も報じられた 104。

　ここからは、関係国との平素からの信頼構築、被害国の認識と対応の調査 105、迅速な派

遣の申出の重要性を汲み取れよう。我が国の法令上の要請である武力行使と危険物の除去

の区別については被害国の十分な理解を得ることが必要であり、国際掃海訓練（IMCMEX）

等への海上自衛隊の参加はその有益な機会となろう。

3　掃海の実施環境

⑴　タンカー戦争期の触雷海域と西側諸国の掃海要領

　タンカー戦争期の触雷海域は、①ペルシャ湾の浅海域で喫水の深いタンカーが使用する

航路上の要衝、②オマーン湾のホルムズ海峡通航前商船の錨泊地と③紅海の出入口であっ

た。ここからはホルムズ海峡以外の機雷敷設も侮ることができないことが汲み取れる 106。

　タンカー戦争では、長大な海上交通線の警戒手薄な地点を狙って神出鬼没の革命防衛隊

に米軍が対破壊転覆活動を繰り広げる傍らで、西欧諸国が海域を限定して掃海活動等を

行った。米国はオマーン湾からクウェートにかけての広大な海域で、護送船団形成地の変

更や掃海という防勢的な対機雷戦と特殊部隊や戦闘艦艇による攻勢的な対機雷作戦を併用

した。刺激的な船団護送を敢行する米国とは一線を画した西欧諸国は、米護送船の触雷直

後の掃海支援の要請には応えず、オマーン湾から湾南部にかけての海域に限定して商船護

衛や掃海活動を行った。伊は戦闘艦艇の護衛下で掃海を実施し、英国はオマーン湾などの

低脅威海域では護衛を付けずに掃海を実施した。掃海艇のみを派遣したベルギーとオラン

ダは、原則として脅威のない国際水域で掃海を実施し、脅威が想定される場合は英艦艇の

護衛下でのみ掃海を実施するとしつつ、英艦艇の随伴が常時可能であるとは限らないとし

て携帯式地対空ミサイルによる個艦防護機能を付加した 107。

⑵　我が国への含意

　政府は、掃海艦艇が攻撃に脆弱であり戦闘が現に継続している現場で掃海を円滑に行う

ことができない点は、武力行使としての掃海でも一種の警察活動としての掃海でも同じと

し 108、現に戦闘行為が行われない環境での掃海活動を想定している。そうした環境が作為

される前の戦闘状態では、重要影響事態での多国籍軍に対する後方支援等により協力する

ことが全体の仕組みであるとする 109。

　この考え方は、海上経由で戦力を展開した米軍等がイラクを内陸部へと押し返した湾岸

戦争での戦局の展開との親和性が高いと思われる。タンカー戦争での戦局の推移はこれと

は逆で、イランとイラクの陸戦が第三国を巻き込む海上通商破壊戦に波及拡大した。そこ

での西側諸国の掃海はアフガニスタンやイラクの混沌とした対テロ戦争での爆発物処理の

海上版になぞらえることができるかもしれない。

　ここでは紛争の態様により掃海海域の選定と掃海艦艇の安全により慎重な考慮が必要と
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なり得ることが示されている。我が国が実施する掃海はタンカー戦争でベルギーとオラン

ダが実施した掃海活動の一部にとどまることになると思われるが、不測事態に備えた他国

との連携要領の確認は必須であろう 110。

Ⅳ　おわりに

　今日では、無人偵察機等の C4ISR が進化し、湾岸地域での国際連携と自衛隊の経験も増

大した。他方、西側諸国の掃海部隊は縮小し、イランの機雷戦能力は向上した 111。今後の

紛争の態様は過去の紛争とは異なり得る。タンカー戦争の再検討からは、次の危機が存立

危機事態として想定されたハイエンドの様相のみを呈するとは限らず、機雷掃海において

も行動類型の壁を越えた切れ目のない対応が求められ得ることが示唆された 112。

　また、タンカー戦争の通商妨害には、機雷のほか航空機、地対艦ミサイルや艦艇も使用

され、伊仏英米の掃海部隊の派遣は戦闘艦艇への追加又はこれと同時の派遣である。紛争

の態様により、護衛と掃海を一体でとらえるなど、実体面からの視点も必要となろう 113。

日本船舶の護衛については今後の研究課題としたい。

　本稿で抽出を試みた論点が眼前の紛争の態様を見極めて創造的に対応し得る力の蓄積に

資するものとなれば幸いである。

　末筆ながら本稿の執筆に当たり貴重な御示唆を頂いた関係者に深く感謝申し上げる。な

お、本稿は筆者の個人的見解を述べたものであり、至らぬ点はすべて執筆者に帰すもので

あることはいうまでもない。
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